訴　　　　　　　状

２００８年１０月９日

東京地方裁判所　　御中

行政事件訴訟法３８条１項、１９条１項による請求の追加的併合事件　　　　　　

　（関連訴訟は、東京地方裁判所平成１９年（行ウ）第６４８号、同２０年（行ウ）第１０５号、同２０年（行ウ）第１１８号、同２０年（行ウ）第５０５号事件として、同裁判所民事第３８部に係属中）

原告ら訴訟代理人弁護士　　斉藤　驍
同　　　　　　　弁護士　　高橋崇雄
同　　　　　　　弁護士　　藍谷邦雄
同　　　　　　　弁護士　　虎頭昭夫
同　　　　　　　弁護士　　田中公人
同　　　　　　　弁護士　　升味佐江子
同　　　　　　　弁護士　　森近　薫
同　　　　　　　弁護士　　森本奈津子
当事者の表示

　〒１５０－００１２　東京都渋谷区広尾三丁目11番11号

原　　　　告　　　　　橘　　　　充　　自　外30名

　　　　　　　　　　　　　（別紙原告目録のとおり）

（送達場所）

〒102-0093　東京都千代田区平河町一丁目8番2号　山京半蔵門パレス302

　　　　　　　斉藤驍法律事務所

　　　　　　　電話03(3237)0888　　Fax.03(3237)0890

　原告ら訴訟代理人弁護士　　斉藤　驍
ほか７名

（別紙代理人目録のとおり）

〒163-8001　東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

被　　　　　　告　　　　　東　　　　京　　　　都
代表者知事　　　　　石原慎太郎
　　　　　　　　　処分行政庁　　　　　東京都知事
景観重要建造物指定請求事件

訴訟物の価額　算定不能

第１　　請求の趣旨

被告東京都（処分行政庁東京都知事）は、別紙物件目録記載の建造物を、景観重要建造物として指定せよ

との判決を求める。

第２　　請求の原因

　１　別紙物件目録記載の建造物について

　（１）別紙物件目録記載の建造物は、その存する約１ヘクタールに及ぶ敷地と一体のものとして、旧地名に因んだ「羽澤ガーデン」という呼び名で長く地域に親しまれている。

羽澤ガーデンは、夏目漱石と生年（1867年）を共にして第一高等中学校（後の一高）以来の親友であり、また後藤新平の腹心三羽烏（新渡戸稲造・祝（ほうり）辰巳）の一人として官僚・実業家・政治家として敏腕をふるった中村是公が1915年（大正4年）に私邸として築いたもので、約4,380㎡の樹林を擁する敷地の中に、本館をはじめとする建物群が点在し、渋谷区広尾地域における良好な景観の形成に大きく寄与している。

（２）羽澤ガーデンの建造物は、武家屋敷を彷彿とさせる和風を基調にした大規模な母屋をもつという大正から昭和初期にかけて建築された邸宅の特徴を備え、高台状になっている敷地の形状を利用して、和室・洋間・離れが広大な庭園とのつながりを持つように雁行型に連ねて配置されており、随所に大正期の近代建築らしい要素が盛り込まれている。

　　　また、道路に面した正門は、本瓦葺の屋根、放射状のいわゆる扇垂木などが見せる落着いた品格のある意匠、優れた大工技術の冴えを見せる部材の納まり、質の高い材木を利用した構成となっており、羽澤ガーデン全体の景観に花を添えている。

（３）また、羽澤ガーデンは、建造物単独ではなく敷地内の樹林や庭園と一体となってその外観を作り出している点にも特徴がある。建築史のみならず庭園史、造園史及び生活史を現代に伝える貴重な存在であり、広尾地域の重要な景観構成要素となっている。

（４）羽澤ガーデンは私邸ではあるが、昭和23年ころから平成17年末に至るまで、料亭（後にレストラン）として営業されており営業時間内は門が開放されていたので、料亭の客はもとより訪れる人は誰でも敷地内に入って庭を散策し、建造物を眺めることができた。

　　　また、門が閉まっている時であっても、門や母屋と同時期に建てられた門に近い小屋はもちろん、敷地内の豊かな緑を外周から容易に望むことができる。

（５）そして、羽澤ガーデンは歴史的・文化的価値が極めて高い。

文化審議会委員、東京都の文化財保護審議会の副会長であり、建築物等の文化財に対する造詣が深く、かつ文化財行政に充分通じている現神奈川大学の西和夫教授によれば、羽澤ガーデンは、国の重要文化財の指定基準である①意匠的に優秀なもの、②技術的に優秀なもの、③歴史的価値の高いもの、④学術的価値の高いもの、⑤流派的又は地方的特色において顕著なもの、という5点のうち、⑤以外のすべての項目を満たしている。重要文化財の指定を受けるためには、5項目のうちいずれかを満たしていれば足りるから、本来であれば、羽澤ガーデンは重要文化財として指定を受け保護されていて然るべき建造物なのである。

（６）ところが、「羽澤ガーデン」については、訴外株式会社日山及び訴外三菱地所株式会社よる次のような大規模マンション開発計画が進行中である。
用途地域　　第一種低層住居専用地域

建ぺい率　　60％

容積率　　　150％

最高高さ　　10メートル

構造・規模　鉄筋コンクリート造地上6階建

敷地面積　　8,527.30平方メートル（2,579.50坪）

建築面積　　4,260.00平方メートル（1,288坪）

延床面積　　21,500.00平方メートル（6,503.75坪）

基礎工法　　杭基礎

設計者　　　三菱地所

施工者　　　大成建設株式会社

　　この計画が現実のものとなれば、「羽澤ガーデン」の建造物群及び敷地内の樹林・庭園は跡形もなく消滅し、緑と文化の象徴ともいえる景観を呈していた「羽澤ガーデン」が敷地一杯に建てられた地上6階建てのコンクリートの塊をさらすこととなるが、この計画を近隣住民が初めて知ったのは、平成19年の春である。

　　　現在原告らはこの計画を阻止すべく、渋谷区及び東京都を被告として、開発許可処分差止請求等の訴訟を行っている。

２　景観法に定める景観重要建造物の指定について

（１）景観法（以下｢法｣という、引用条文で特に断りのない場合は法の条文を指す）は、第1条に「この法律は我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする」と定め、第2条において「良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない」（第1項）、「良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない」（第4項）等5項目からなる基本理念を定めている。

　　景観法は、国、地方公共団体、事業者及び住民それぞれに対し、基本理念にのっとり良好な景観を形成するための責務を定めているが（第3条から第6条）、基本理念の実現に対する最も大きい責務を持つのが、地方公共団体である。

　　　政令指定都市、中核市、政令指定都市及び中核市以外の市町村であって都道府県知事の同意を得たもの及び都道府県は、景観行政団体として基本理念を実現するための景観計画を定め、実施することになっている。景観計画において定めるべき事項は、①景観計画の区域（景観計画区域）、②景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針、③良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項、④景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針、等の6項目である（第8条）。

（２）景観重要建造物とは、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物（これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む）で、①地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること、②道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること、という国土交通省令で定める基準に該当するとして、景観行政団体の長が指定した建造物である（第19条1項、景観法施行規則第6条）。ただし、文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定又は仮指定された建造物については指定できない（第19条第3項）。

景観重要建造物の指定に所有者の同意は不要なので（第19条2項）、法の目的及び基本理念に照らし、良好な景観の形成を促進するため、景観行政団体の長は要件を満たす建造物について景観重要建造物の指定を行う義務を有する。

　　　　景観重要建造物に指定された建造物については、所有者であっても景観行政団体の長の許可なく増改築、移転、除却、外観を変更する程の修繕若しくは模様替又は色彩の変更をすることができず（第22条第1項）、また、所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切な管理をしなければならず（第25条第1項）、管理が不適切である場合には景観行政団体の長から必要な措置を行うよう命令又は勧告を受けるし（第26条）、この命令に違反した場合、過料の制裁を受ける（第104条）。

（３）「羽澤ガーデン」の存する東京都渋谷区を管轄する景観行政団体は東京都である。東京都は都全域を景観計画区域と定めているため、「羽澤ガーデン」は当然被告東京都の景観計画区域内の建造物となり、景観重要建造物の指定者は被告東京都知事である。

３　被告東京都知事の義務について

（１）１で述べたとおり「羽澤ガーデン」は、敷地内の庭と一体となって広尾地域における良好な景観の形成に重要な役割を果たしており、かつ、外観は大正から昭和初期にかけて建築された建物の特徴を備え、また、文化財保護法の重要文化財に匹敵するほど意匠的、技術的に優秀で、歴史的・学術的価値を備えている（景観重要建造物指定の要件の一つは、文化財保護法の規定によって重要文化財等と指定又は仮指定されていないことであることから、文化財保護法上の歴史的価値等に関する評価は、景観法上の評価と共通するはずである）。

さらに、「羽澤ガーデン」の門は平成17年末まで誰にでも開放されており、道路に面した庭と一体となった邸宅であることから、公衆が容易に望見できる建造物等であることは間違いない。

従って、「羽澤ガーデン」は法第19条に定める景観重要建造物指定の要件を満たすので、景観重要建造物として指定され、然るべき保護を受けなければならない。景観行政団体の長が、国が指定した指定基準を充分クリアしている景観重要建造物を、その存在を知りながら指定を放置することは許されない。法第19条のいう「指定することができる」というのは、所有者等との関係で意味を持つものであり、景観重要建造物に相当するものを放置して指定しなくともよいということではない。若干の裁量の余地はあるにせよ、基準を満たしたものについて、これを指定する義務が指定権者である景観行政団体の長にあることは当然である。「羽澤ガーデン」の場合、庭と一体となった大正モダニズムを表現する建物が２０年以上前から希少になっていたのであるから、景観法が制定された時点で速やかに景観重要建造物に指定されるべきであったし、かつ、極めて遅くとも羽澤ガーデンが日山によって閉鎖され、羽澤ガーデンの取り壊しの計画が公然化した平成19年春までには、地域の景観を保存するために指定をなすべきであったことは過言を要しない。この不作為、指定義務違反の違法性は明白かつ重大である。

４　原告らの被る重大な損害について

（１） 「良好な景観」に客観的価値があることは、景観法を頂点とした景観法制が当然の前提としているところである。そして、良好な景観は、景観法が定めるとおり、潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものでもある（法第2条第1項）。

（２）景観利益について、最高裁が国立マンション訴訟において、「都市の景観は、良好な風景として、人々の歴史的又は文化的環境を形作り、豊かな生活環境を構成する場合には、客観的価値を有するものというべきである」とし、「良好な景観に近接する地域内に居住し、その恵沢を日常的に享受している者は、良好な景観が有する客観的な価値の侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり、これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益は、法律上保護に値するものと解するのが相当である」との判断を示したとおり（平成18年3月30日判決）、景観利益は法律上保護される利益である。

（３）原告らは正門のほぼ真正面に位置する橘、大越をはじめとして、全員が「羽澤ガーデン」のごく近隣に居住する住民である。原告らは長年に渡って緑多く歴史・文化の薫り高い「羽澤ガーデン」の景観を享受してきたし、単に享受していただけではなく、「羽澤ガーデン」がその景観を維持するため、積極的に協力をしていた。
原告ら近隣住民にとって、このかけがえのない文化と景観が失われることそのものが、景観利益に象徴される生活環境の喪失という著しい被害であり、重大な損害を蒙ることになる。

　　　　そして「羽澤ガーデン」を取り壊し、跡地での高層マンション建築計画が進行している現況にあって、このような重大な被害を未然に防ぐには、被告東京都知事が「羽澤ガーデン」を直ちに景観重要建造物と指定し、景観法上の保護を与えることが急務であり、これを実現するには、本訴以外に適切な方法はない。

５　原告適格について

以上のとおり、原告らは「羽澤ガーデン」の持つ景観を享受する景観利益を有しており、これが近隣住民である原告らの個別的な法律上の利益であることはいうまでもない。

法が、まさに、この利益を保護することを直截な目的としていることは前述の判例からも明らかであって、原告らに原告適格が存在することはもとよりのことである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
印　紙
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